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電子処方箋をコアにして、医薬連携、地域
連携も視野に入れたデジタル基盤を構築
し、患者安全、医療者従事者の働き方改革
を目的とした院内のペーパーレス化
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市立芦屋病院の概要

当院は昭和27年７月12日に開設し、兵庫
県芦屋市の北部に位置する公立病院です。
病床数は199床で、急性期病床175床と
緩和ケア病床24床を有しており、年間の入
院患者数は54,063人、一日平均148.1人、
外来患者数は76,194人、1日平均313.6人
です（令和４年度実績）。
平成24年には電子カルテシステムを導入
し、紙カルテの運用を廃止しました。その
後、電子カルテ用・業務用・患者用の３系
統の院内Wi-Fiを設置して通信インフラの

整備を行い、今後のオンライン診療などの
ICT化に向けて弾力的に対応できる基盤
整備をしております。また、地域連携シス
テムでは、阪神７市で運営する阪神地域
連携システム（むこねっと）に参加している
だけでなく、当院独自の地域連携システム
（あしっこメディカル）を構築し、地域医療
機関と診療情報をICTでつなぎ、円滑な
診療に役立てております。また、オンライ
ン資格確認システムを早期から導入し、今
回の電子処方箋にもいち早く参加するなど、
国が進めるICT化にも力を入れております。
今後、急速に医療ICT化は進められて
いきますが、AI診断の導入や全国の電子
カルテの診療情報を共有することも予定し
ており、そのような事業にも積極的に取り
組んでまいります。

電子処方箋について

電子処方箋とは、オンライン資格確認シ
ステムの基盤を利用した「電子処方箋管理

サービス」を通じて、医師・歯科医師・薬
剤師間で処方箋を電子的にやりとりする仕
組みのことです。
電子処方箋によって紙の処方箋が電子
化され、将来的にはペーパーレス化に繋が
るだけでなく、各医療機関で処方される
薬の内容が一元管理され、そのデータが
蓄積されるため、薬の重複投与の防止や
飲み合わせの確認が容易となります。また、
患者さんもその情報をいつでも確認するこ
とができるようになります。
電子処方箋による運用面での具体的な
変更点について、医療機関は紙の処方箋を、
将来的には発行する必要がなくなり、処方
内容のデータを登録するだけになります。
現在、患者さんは紙の処方箋を薬局に
提出していますが、電子処方箋では、マイ
ナンバーカードまたは処方データに紐付け
されている引き替え番号さえあれば薬を受
け取ることができるようになります。
薬局では、患者さんの記憶やお薬手帳
などで確認しながら服薬指導、薬の準備

市立芦屋病院は兵庫県芦屋市の中核病院として、
信頼され、選ばれる市民病院を目指している
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をしておりましたが、電子処方箋では過去
の処方データが一元管理されているため、
複数の医療機関において患者さんの処方
情報も参照できるため、安全な調剤業務
ができるようになります。また、処方箋の
保管についても、電子処方箋では電子デー
タで保存され、調剤の情報がすぐに医療
機関と共有できるようになるので、紙の保
管場所も不要となります。他にも、災害時
にも処方したデータが失われることなく活
用できるなど、さまざまなメリットがあります。

電子処方箋の全国的な
スケジュール

平成29年に厚生労働省が健康・医療・
介護の分野のICT利活用を検討するという
「データヘルス改革」を進めることとなりま
した。その中に電子処方箋についても計画
されており、令和４年７月25日には、厚生
労働省が電子処方箋を各医療機関に導入
するように説明会を開催したので、当院は
その時点から早急に準備を進めてまいりま
した。
電子処方箋の発行に必要な「HPKIカー
ド」という資格証の取得のため、各医師に
対し早急に取得をしてもらうようにお願い
し、同時に電子カルテシステムのベンダー
とシステムの仕様や変更点を検討しつつ整
理する作業を行いました。
国の方も令和４年12月には、国のモデ
ル事業の４地域が先行して電子処方箋を
試験的に導入し、国が全国的な開始時期
と定めた令和５年１月26日には、当院での
システム変更は完了し、電子処方箋の早
期導入を問題なく行うことができました。
なお、その時点での導入病院は、モデル
地域以外では当院だけでした。

電子処方箋の早期導入経緯

電子処方箋を全国的な開始時期と同時
に導入するに至った経緯としては、当院が
策定している「中期経営計画」の中で重点
取り組み事項の１つとして医療ICT化に取
り組んでおり、病院の方針として日常から
トップを含め、ICT化に向けて強く進める
方針を打ち出していたことが大きいです。
さらに、電子処方箋の早期導入によるメ
リットとして、薬剤情報の共有化により医
療連携の強化や重複投与の防止などの医
療の品質向上に繋がることができます。
そして、現在の紙の処方箋が電子化さ
れることで、ペーパーレス化にも繋がります。
現在は経過期間として紙との併用となって
いますが、紙の処方箋はいずれ不要となり、
紙などの媒体がなくても患者さんは薬局で
薬をもらうことができ、医療機関は紙を毎
回発行する必要がなくなります。
また、費用面においても、システム導入
にあたって早期に導入することにより国か
らの補助金を受けることができます。
このように、ICT化を強く進める当院の
方針のもと、医療機関や患者さんにとって

将来的にメリットが大きいことが想定される
ので早期導入するに至ることになりました。

導入に向けた課題

１　HPKIカード取得促進
HPKIカードとは、「保健医療福祉分野
の公開鍵基盤」の略称で、医師や薬剤師
などの医療関係者が、電子処方箋などの
医療情報に対して電子的に署名するカード
のことであり、従来、紙の処方箋で医師
が使用している印鑑の代わりとして、電子
処方箋を発行するときに使用します。
HPKIカードを取得していないと電子処方
箋を取り扱うことができず、その取得にも
かなり時間がかかるということは事前に把
握していたので、まずは医師へのHPKI
カードの取得促進に努めました。
HPKIカードの取得促進に向けた課題と
しては、申請手続きに手間がかかるという
ことや発行費用および更新費用負担のあ
り方、申請から取得までに時間がかかると
いうことなどの課題がありました。
そのような課題を解決するために、まず
は電子処方箋の導入に対して、トップから

電子処方箋の導入が開始されるまでのスケジュール
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病院の方針を明確にし、HPKIカードにつ
いて理解を得られるように医師に対しての
説明会を実施。そしてHPKIカードにおけ
る医師の取得状況や申請状況を病院で一
元管理できるような運用にしました。また、
申請から取得までに時間がかかり、取得
できていない医師がいたので、HPKIカー
ドを持っており電子処方箋の対応が可能
な医師を受付で振り分ける運用設計を構
築しました。

２　薬剤情報の紐付け作業
電子処方箋管理サービスにおいて、連
携する薬剤マスタ・用法マスタは、正しい
名称とコードで連携する必要があります。
特に、病院ごとに設定した独自のマスタに
ついては、標準マスタへの修正などが必要
になります。当院で言うと、採用薬マスタ
の全件数が約2,020件のうち、修正したマ
スタ件数が約450件であり、これらの修正
は薬剤部が主体となって行ったのですが、
通常業務を行いながら、修正には約20日
の期間を要しました。

３　本稼働に向けた運用設計
本格的に稼働するにあたっての懸念点
は、システムのエラーチェックは実患者で
ないとチェックできないという点でした。
当時は、そこまでシステムの導入実績がな
い状態であったので、システムエラーが起
こり、診療現場が混乱する可能性が大い
にありました。この対策として、以下のよ
うに実務運用を２段階に分けて実施するこ
とにしました。

Step1：電子処方箋管理サービスを導入
した状態で、紙の処方箋のみの運用
１段階目の運用として、電子処方箋管理
サービスを導入した状態で、紙の処方箋

のみの運用としました。このような運用に
することで、システムエラーが生じても紙
の処方箋は発行でき、診療は継続可能に
なります。また、電子処方箋管理サービス
は導入した状態なので、紙の処方箋を発
行したとしても、薬局との処方箋の電子的
なやり取りはできるため、重複投薬チェッ
クなども可能になりました。

Step2：紙処方箋と電子処方箋、どちら
も発行できる運用
現在運用中でもある２段階目の運用は、
システム稼働が安定してきたタイミングで
行いました。このタイミングで、本格的な
運用となり、紙処方箋と電子処方箋、ど
ちらも発行できるようになったため、電子
処方箋発行の際にはHPKIカードによる電
子署名が必要になりました。また電子処
方箋については、まだ患者さんにあまり浸
透していないので、当面の間は電子処方
箋を希望する患者さんに対して窓口で説明
と案内をするような運用にして円滑に診療
が行えるように努めました。

電子処方箋導入病院の好事例

ある公立病院で、お薬手帳を何冊も持っ
ている患者さんに対して、従来は診察時に
持参したお薬手帳を隅から隅まで調べて
過去の投薬情報を確認する必要がありま
した。過去の投薬情報を把握するのに時
間もかかり、お薬手帳でしか判断できない
という事例です。
このような状態でしたが、電子処方箋を
導入したことによって、重複投薬チェック
でアラートが出たためにすぐに処方の取り
消しができ、お薬手帳がなくても過去の
投薬情報が分かるようになりました。さら
に、調剤結果のデータを薬局とやり取りす
ることで次回の診療計画を立てやすくなり
ました。このように電子処方箋を導入した
ことで、運用工数を増やすことなく診療
サービスの向上とペーパーレス化を実現可
能にしました。

電子処方箋の現状と導入推進活動

・電子処方箋の現状
電子処方箋を導入することのメリットはあ
るものの、電子処方箋の導入状況はそこま

電子処方箋対応施設であることを示すポスター
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で多くないのが現状です。全国の電子処方
箋導入状況を見て分かるとおり、薬局は比
較的多く導入されていますが、それでも
10％程度で、医療機関では１％にも満たな
い状況です。芦屋市の電子処方箋の導入状
況についても、少し高い状況ではありますが、
さらに導入を進めていく必要があります。
地域内近隣施設での導入が乏しい場合、
他施設のデータがあまり蓄積されないので
処方情報があまり共有できず、重複投薬
等のチェックの効果があまり感じられなく
なります。また、電子処方箋に対応してい
る薬局と、対応していない薬局を判断する
必要も出てきます。
これがクリアされれば、地域単位で導入
することにより連携がスムーズになり、共有
できる処方情報も増えるので、より良い医
療を提供することができるようになります。
このように電子処方箋を運用するにあ
たって、周辺の医療機関や薬局と連携し、
地域一体となって面的な導入を進めていく
必要があります。

・電子処方箋の導入推進活動
当院でも、近隣地域に対していくつかの
導入推進活動をしています。まずは、市内

へのプレスリリースをしたり、電子処方箋
について病院広報誌で取り上げたりするこ
とで、患者さんや近隣医療機関と薬局な
どに広報周知を行っています。また、市内
の医師会・薬剤師会・歯科医師会の三師
会と厚生労働省と連携することで、導入に
向けての課題と対策を共有し、電子処方
箋を導入しやすい環境を構築するよう努め
ています。
今後は薬剤師会へ向けた電子処方箋の
勉強会も検討しており、引き続き、電子処
方箋の地域全体への面的な導入推進活動
を進めていくつもりです。

導入課題に対する国の対応

電子処方箋を導入する際に直面する課
題として、主に
・導入や運用に関するコストが大きい
・ HPKIカードの申請が多く、発行が遅れ
ている
・ 患者さんが極めて限定的で、電子処方
箋利用のメリットが感じられない
というような声が上がっていますが、こう
いった課題に対して、厚生労働省も対策を
講じています。

「導入や運用に関するコストが大きい」と
いう点に対しては、システムベンダーに対し
て対応強化を要請したり、導入費用に対
する補助金を充てることでコストの削減を
図ったりしています。
また、「HPKIカードの申請が多く、発
行が遅れている」という点については、
HPKIカードを申請しても届かない施設に
対して優先的に発行できる窓口を設置した
り、カードが手元になくても電子署名ので
きるシステムを構築したりして、HPKIカー
ドの発行遅れをカバーしています。
「患者さんが極めて限定的で、電子処方
箋利用のメリットが感じられない」という点
については、今後はリフィル処方箋や院内
処方へ対応するための機能拡充を検討して
おり、これが進むことで電子処方箋の機能
の幅が広がり、利用するメリットがさらに
感じられるようになることが見込めます。

最後に

電子処方箋を導入するに当たって大切な
ことは、まずはトップを含め病院として電
子処方箋の導入の方針を示すことです。そ
うすることで関係者が一丸となり、導入に
向けて円滑に邁進できると思います。そし
て、地域一体となって面的な普及拡大を
進めることで電子処方箋が全国的に拡大
し、データの共有化やペーパーレス化が進
み、患者さんや医療機関・薬局がそれぞ
れ利便性を感じることができ、医療の質
の向上に繋がっていきます。
今後、処方箋だけでなく、さまざまな医
療情報が電子的にやり取りできるようにな
りますが、今回の電子処方箋と同様の進
め方を行い、更なる医療の質の向上、そし
てペーパーレス化などによる業務の効率化
に積極的に取り組んでいきます。

電子処方箋の導入状況
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１　おだわらデジタルミュージアムとは

おだわらデジタルミュージアムは、本市
が収蔵している文化財資料を所管している
各課館が連携して創設したポータルサイト
です。スマートフォンやタブレット等からア
クセスすることで、本市が収蔵している資
料を、「いつでも」「誰でも」「簡単に」検索・
閲覧することができます。考古・歴史・美術・
民俗・文学・自然などの分野の資料をデ
ジタル情報として後世まで確実に継承する
とともに、学校教育や市民の生涯学習活動、
観光振興としての活用も期待しています。

２　取り組みの背景

本市では、収蔵施設の慢性的な不足と、
増え続ける未整理の資料や経年劣化が進
んだ資料の対応に苦慮していました。
2022年（令和４年）４月「博物館法の一部
を改正する法律」が成立し、博物館が果
たすべき役割の一つとして、「博物館資料

のデジタルアーカイブ化」が付け加えられ、
更に、国の「デジタル田園都市国家構想
交付金」を活用できることとなりました。こ
れらを絶好の機会としてとらえ、さまざま
な資料を収蔵している施設等が連携し、
包括的なデータベースの構築やポータルサ
イトを創設する、「小田原市デジタルミュー
ジアム創設事業」を立ち上げました。

３　 おだわらデジタルミュー
ジアムの概要

「おだわらデジタルミュージアム」は、資
料のデータを蓄積するデータベース（博物
館でいう収蔵庫）と、データベース内の資
料等を見やすく閲覧するためのポータルサ
イト（博物館でいう展示室）の、大きく２
つに分かれています。まず、データベースは、
考古、歴史、民俗、美術、自然等の分野
ごとに構築しつつも、分野を超えた横断
的な検索も可能としています。今後は、ジャ
パンサーチ等の外部データベースや都市

OSを介した観光アプリ等との連携も図っ
ていく予定です。
次に、ポータルサイトでは、本市が収蔵
している資料を閲覧することができます。
個々のコンテンツでは、高精細・3D・VR
などの先進的な撮影手法を駆使し、見せ
方を工夫しました。また、学校教育や市民
の生涯学習活動、観光振興の場面でもと
しても活用できるよう、コンテンツの充実
を図っています。
ポータルサイトのコンテンツとして、（１）

「厳選！小田原市の収蔵資料」（２）「小田
原のいまむかし」（３）「カラーでよみがえ
る小田原」（４）「デジタルアーカイブ」（５）
「キッズミュージアム」（６）「文化財でまち
歩き」などがあります。
（１）「厳選！小田原市の収蔵資料」
本市の学芸員が厳選した小田原市が収
蔵する資料を撮影種別（高精細・3D・
ObjectVR）でまとめた特別コンテンツと
「中里遺跡」や「北条五代」など、テーマご
とのコンテンツを設けました。特に3D撮影
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した天守閣の模型や土器は、普段は見る
ことができない内側や裏側まで、自由自在
に動かしながら閲覧することができます。
（２）「小田原のいまむかし」
郷土文化館が2021年（令和３年）に発行
した『郷土文化館常設展示図録　小田原
の歴史と民俗』のコンテンツをはじめ、中
央図書館が所蔵している16mmフィルムな
どの映像・音声記録や解説動画などの閲
覧ができます。また、「小田原ゆかりの人物」
「小田原歴史年表」「小田原地方新聞記事
目録」では、キーワード等での検索が可能
となっています。
（３）「カラーでよみがえる小田原」

かつての小田原を写したモノクロ写真を
人工知能（AI）の技術によってカラー化を
したコンテンツです。「まちなみ」「小田原
城跡」「観光」「鉄道」「漁業・水産加工」「大
災害」とテーマを設けて60点ほどの写真を
掲載しています。
（４）「デジタルアーカイブ」
本市が収蔵している資料をデータベース
化しました。ここではクラウド型の収蔵品
管理システムを導入しています。考古・歴史・
民俗・美術・写真・文学・自然・建造物・
天然記念物・史跡をカテゴリー別に分類し
ました。登録している資料の一部は、本
市観光課が運営をしている観光アプリ「小
田原さんぽ」と連携をしています。これは、
市内の観光スポット情報やAIによるモデ
ルコースの提案などができるアプリケー
ションであり、観光振興にも貢献できる取
組みです。
（５）「キッズミュージアム」
子ども向けコンテンツとして、自主的な
学習への支援や学校教育の場で役立つ情
報や資料を公開しています。郷土文化館
が主催している子ども向け事業である「磯
の生物を観察しよう」や「土器製作体験教

室 どきどきタイムトラベル」を紹介するペー
ジや、「デジタルミュージアムで遊んでみよ
う」など、子どもたちがデジタルミュージア
ムに興味を持ってもらうためのコンテンツ
も公開しています。さらに小田原市教育研
究所が発行している副読本『わたしたちの
おだわら』『郷土読本小田原』『小田原の
自然』のコンテンツも公開をしており、教
育現場での活用も期待されています。
（６）「文化財でまち歩き」
このコンテンツは、「おだわら文化財マッ
プ」と「おだわらまち歩きツアー」で構成さ
れています。前者は、本市文化財課が
2022年（令和４年）に発行した『小田原の
文化財』と、郷土文化館がこれまで地域資
源として調査を進めてきた成果をマッピン
グし可視化しています。今後、郷土文化館
で活動をしている「小田原の石造物を調べ
る会」などの学芸ボランティアの活動で得
られた成果も随時反映していくことを予定
しています。また後者は、「おだわら文化
財マップ」に掲載されている内容をもとに
市内散策のモデルコースを設定しており、
観光面での利活用も期待しているところ
です。
（７）その他
関連リンク、サイトマップ、利用規約な
どを閲覧可能です。特に「おだわらデジタ
ルミュージアムについて」では、「おだわら
デジタルミュージアムができるまで」などの
創設に至るまでのエピソード動画を閲覧で
きます。また、各コンテンツについてはバ
リアフリー化を進め、文字の拡大表示や
読み上げアプリへの対応を行っているほか、
Googleによる自動翻訳機能を採用し、英
語や中国語をはじめとする多言語への翻
訳も可能としています。
おだわらデジタルミュージアムは、2023
年（令和５年）３月末にオープンしてから、

図１　「おだわらデジタルミュージアム」システム概要図

図２　3D撮影をした縄文土器
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2024年１月末まで約14万人のアクセスがあ
りました。これは当初１ヶ月に見込んでい
たアクセス数を大きく上回る実績で、閲覧
をきっかけにした掲載内容や掲載写真の
二次利用等に関する問い合わせも増加し
ています。また、他自治体からの導入に関
する問い合わせや、講演、執筆依頼も増
加しています。

４　 おだわらデジタルミュー
ジアム制作の裏側

当該事業では、国の交付金を活用し、
年度当初に交付決定されましたが、当該
年度内での事業完結が必要で、市議会で
の予算審議や受託業者の選定等もあり、
実質半年しか業務に充てられる時間を確
保することができませんでした。
このような状況下で、データベースの基
礎となる項目や名称の確認、記載内容の
調整などには、最も労力と時間を費やしま
した。また、収蔵資料全てのデジタル化
は難しかったため、デジタル化対象資料
の選定にあたっては、劣化が著しく緊急に
対応が必要な資料や、デジタル化の際に
専門的な知識や技術が求められる資料を
優先しました。
デジタル化の手法については、受託業者
とその都度協議を行いながら、資料ごと

に最も適した方法を決定し、作業を進めま
した。なかでも特に神経を使ったのは、
刀剣の撮影でした。刀剣は、撮影前に油
抜き等の作業が必要で、専門家立会いの
もと作業を行ったうえで、細心の注意を払っ
て撮影に臨みました。また、江戸城築城
の際に、石材を切り出してから、船で運び
出すまでの様子を描いた「石切図屏風」で
は、高精細撮影を行ったうえで、CGの技
術を用いてアニメーション化し、効果音な
どを加えた上で公開しています。

５　まとめ

現在の「おだわらデジタルミュージアム」
は、完成形ではありません。デジタル化が
済んでいない資料もいまだ数多くあり、全

ての資料のデジタル化やコンテンツの追加
・更新など、今後も継続して取組むべき課
題が残されています。博物館法の改正によ
り「資料のデジタルアーカイブ化」が博物
館の果たすべき業務の一つとなったことは、
今後の博物館DXを推進していく契機であ
ると言えます。
最後に、この場をお借りし、「おだわら
デジタルミュージアム」の創設、そして第17
回ベストプラクティス賞の受賞についてご
尽力いただきました関係者の皆様に厚く御
礼を申し上げます。皆様にとりまして、本
市の取り組みが今後の参考となれば幸い
です。

図３　資料撮影の様子
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太陽化学株式会社の概要

太陽化学は伝統的な天然素材から、最
先端技術を応用した新規素材までさまざ
まな食材・工業用途向け素材を取り扱うと
ともに、無限の可能性を秘めた機能性食
品素材の創造に取り組んでいます。研究
開発型のソリューション企業として新しい
価値を「創造」し続けた製品は2000種以
上あり、取引先企業は1500社以上、食品・
生活用品、病院介護市場向けの機能性食
品等、皆様の豊かな暮らしを多角的に支
えています。

ペーパーレスはなぜ必要？
導入前の問題点

受注業務はコーポレート本部ロジスティ
クスグループに属し、基幹システムへの受
注入力を中心に注文書の返信や転売手配、
お客様からの問合せ、要望、苦情の電話
対応、社内関係部署への電話連絡、運送

会社へトラブル問い合わせ等の対応をして
います。主業務である受注入力は約600件/
日を６名が他業務と並行して行っています。
導入前の業務は、取引先毎にFAXやメー
ルで届く自動で出力された紙の注文書を
出荷日の早い順に仕分け、入力担当者に
振分けをしていました。入力担当者は紙を
見ながら基幹システムへ手入力し、出荷日
等必要事項を注文書に手書きで記載、

チェック担当が入力内容と注文書を確認し
返信する。返信済みの注文書は仕分けし、
紙で保管していました。注文内容は数量
であったり、個数であったり、弊社製品名
と異なる名称であったりと、取引先毎に
ルールがあるため専属の担当者が必要に
なり、独自のルールも生まれ、ミスを発生
しやすい状態でした。特に担当者が変更
になるとミスを発生しやすくなるため、普

図１　導入前の業務フロー
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段よりダブルチェックはもちろん、基幹シ
ステム上にもミスをしないよう注意事項を
記載していました。ただ、記載事項は時
間が経つにつれ風景となってしまい、ミス
は完全に防ぐことができませんでした。そ
のため繁忙期でも他部署へ応援を頼むこ
とができず、結果、処理が追い付かず就
業時間内に業務が終わらない日もありまし
た。繁忙期や学校行事等で担当者の休み
が重なる時期を考えると業務改善が必要
なのですが、「日常業務に追われ話し合い
の時間が取れない」という状況が続き、そ
の結果自分達では問題を解決することが
できないという状態でした。

在宅勤務は必須！
環境変化による業務の見直し

紙ベースの業務は「在宅勤務不可」であ
るとの認識があったため、新型コロナの国
内感染が確認された当初は検討を全く
行っておりませんでした。ところがどんど
ん悪化する社会状況、受注担当には感染
リスクの高い妊婦さんや保育園児・小学生
のお子さんを持つ人もいます。このまま感
染が広がると業務が成り立たないため、で
きるだけ社内と同じやり方で在宅勤務を行
おうと以下の方法で運用を開始しました。
① 出社メンバーが工場や客先への確認
不要な注文書をスキャナーで読み込
み、共有フォルダ（未入力）に保管
② 在宅勤務者が共有フォルダ（未入力）
を確認しシステムに入力。必要事項を
注文書に記載し共有フォルダ（入力済
み）に保管
③ 出社メンバーが内容をチェックし注文
書に必要事項を記載して返信。
しかしこの運用方法では、出社メンバー
が注文書を保管する事に時間がかかる、

在宅勤務者の作業スピードも読めないため
未入力フォルダが空になっていても気付か
ない、在宅勤務者も余分な手間を掛けて
しまうため出社メンバーに連絡しにくい、
申し訳ない、業務がはかどらない等の理
由から在宅勤務は受注業務では根付きま
せんでした。このように別々の場所で業務
を行うことは「業務の進捗状況・情報を時
差なく共有できること」、「作業手順を明確
にし、同じ状態で業務を行うこと」が重要
であることを思い知らされました。

ペーパーレス検討開始

これら経験を踏まえ完全ペーパーレスに
向けての業務改善は、チームリーダーとロ
ジスティクス戦略担当で先導、受注担当が
形にしていくことから始めました。まずは
導入システムの検討を開始したのですが、
受注担当の要望を重視すればシステムがカ
スタマイズとなってしまうため、ランニング
コストも含め莫大な費用がかかってしまう。
会社側としては経費節減や費用対効果を
重視するため、カスタマイズされたシステ
ムの導入は許可できない。また受注担当

からは、PC操作は苦手であるという理由
からペーパーレス化には消極的で、今の業
務の流れが変わるのであれば、現状維持
を望む声もありました。
そこで、カスタマイズされたシステムでは
なく以下の点だけを重視して検討を開始し
ました。
①業務フローは現状維持
②在宅勤務時も進捗状況を時差なく共有
③応援可能な標準化業務
④ミスがなくなる仕組み
⑤時代の変化に自社内で対応可能

その結果、富士フイルムビジネスイノベー
ション㈱「DocuWorks」が要望に応えられ
ると思い導入を決めました。まずは担当者
の不安をなくすために作業の大筋を変えな
いような業務フローを作成、作成には受注
業務の経験が浅くPC作業の苦手なメン
バーを指名、細かなルールは考えずに標
準作業のみで行える業務フローを考えまし
た。経験の浅いメンバーをシステム導入検
討の中心メンバーとして入れたことで、「彼
女ができるなら……」と他のメンバーも認
識が変わり、ペーパーレス化を後押ししま

図２　共通の仕事場　お仕事スペース
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した。仕組み作りが終わったら個々のPC
に「DocuWorks」を導入、共通の仕事場
として「お仕事スペース」を活用しました。
リンク先やトレイを共通にしておけば場所
を選ばず、情報に時間差なく、業務を行う
ことが可能となります。作業手順はお仕事
バーに記載、手順を逸脱することなく「標
準化」、「見える化」する事により「業務応
援」が簡単にできるようにしました。フォル
ダ内の情報数を見える化できる「トレイ」
は中に入っているファイル数が表示される
ので、業務の進捗がわかります。トレイは
メールと同じように文書の受け渡しができ
るので、在宅勤務者の労務管理にも活用
できます。連絡事項を記載した文書をトレ
イに入れてもらうだけで文書の作成日時も
分かり、急な業務中断連絡も可能、このよ
うに「DocuWorks」を共通の仕事場として
決めたことが、後の業務改善も考えやすく
なりました。
ペーパーレス化後の業務フローは導入前
と大きく変わっていません。注文方法は紙
ベースと一緒で、事前に用意したマスタに
よって注文ファイルは送信番号等属性を付
与し、ルールによって共通で確認できるト

レイへ自動振分、各自入力担当がトレイよ
り注文ファイルを取り、基幹システムへ内
容を手入力します。「DocuWorks」のスタ
ンプ機能で受領印や必要事項を注文ファ
イルに追記、ルールを決めたチェック用フォ
ルダに保管します。チェック担当は内容を
確認後送信用トレイにファイルを入れるだ
けで、送信先に返信できます。注文ファイ
ルも送信先毎にファイルサーバーに保管さ
れます。送信トレイはFAXだけでなく、予
めアドレス、件名、本文を入力しておけば

メール送信も可能にしました。この業務フ
ローにより、複合機へ行き来、紙の保管
等がなくなりPC上で全ての作業が完結、
在宅勤務も無理なくでき、繁忙期には応
援を呼ぶことができました。ただ、「手入力」
といったミス発生の解決までは至りません
でした。

完全自動化に向けて
AI-OCR検討開始

改善①ではまだまだ問題点が山積みで
した。作業場所や応援を頼むことができ
ても問題解決の話し合いが十分できるだ
けの時間の余裕はありません。「手入力」
といった一番ミスの発生しやすい箇所を改
善しなければ道半ばです。まずは現在あ
る仕組みで改善を試みました。弊社で使
用している基幹システムは情報を特定の書
式に変換し取り込めば自動で情報を入力、
エラーを確認できる機能があります。そこ
で「DocuWorks」に付属されているOCR
を使用して文字の判別、特定書式への転
記を行ったのですが、注文書によっては取
込に対してデータを追加しなければならな

図３　導入後の業務フロー（改善①）

図４　AI-OCRの作業
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い、識字率が低いため転記情報の信頼
性が低いといった問題が発生しました。こ
のままでは業務改善することはできないと
思い、注文情報のデータ抽出・読替・
加工ができ、識字率の高いAI-OCRを検
討、DocuWorks文書も読み取り可能な
「ApeosPlus desola」の導入に踏み切りま
した。
AI-OCRでの業務はどのような注文書で
もキャンセル、変更でない限り受注担当は
同じ業務フローで行います。受信トレイに
入った電子ファイルの注文書を予めルール
化されているアップロードフォルダへドラッ
グ＆ドロップ、AI-OCRで認識された文字
をWeb画面上で確認します。確認作業は
注文書そのものが自動で文字が大きくなる
ため、文字のつぶれや小ささから発生する
「思い込みミス」を無くすことができます。
内容に問題なければCSVファイルをダウン
ロード、ファイルを基幹システムへ取り込む
と注文内容が自動入力され、エラーチェッ
ク文書が生成されます。内容を確認後、
必要事項を注文書に入力し取引先へ返信
します。手入力の場合は別の人が入力
チェックを行っていましたが、この作業で

はWeb画面上の確認が入り、その後も基
幹システム内でエラーチェックが入るため、
入力画面と注文書の内容確認専用の
「チェック担当」を必要としなくなります。
また、どの取引先に対しても同一作業なの
で、担当を決めることなくトレイの数値で
進捗状況を確認しながら業務を行えるよう
になりました。
全体の業務フローは大きく変わっていま
せんが、「手入力」と「チェック担当」を無
くす事により、倍の件数が処理可能となり
残業もなくなりました。さらに業務改善の
ための話し合いの時間が取れるようになり、
以前ロジスティクス戦略担当にお願いして
いた業務改善を自分達で行えるようになり
ました。数字として確認できた効果は、
①年間198,000枚の紙削減
②作業時間63％削減
があげられますが、それ以上に複合機へ
の紙補充や注文書を纏めて保管する作業
等ちょっとした毎日の作業がなくなったこ
とで数字以上に効果を実感しました。また、
ほとんどの注文書が自動取込可能となっ
たため入力ミス、チェックミスを減らすこと
ができ、在宅業務効率もアップしました。

全ての受注業務対応へ
24時間業務に向けてRPA始動

私達はDocuWorksを作業の基準とし
て改善を行っていたのですが、取引先が
指定するWebを用いた注文方法は一旦
DocuWorksから離れ、Web画面を確認す
る必要があります。注文が入る時間は一定
ではなく、Web画面や仕組みも取引先毎
に違います。そのため担当を決め受注業
務を行っていました。そこでDocuWorks
でできない業務はRPA（ロボティック・プ
ロセスオートメーション）を用い、作業結果
をDocuWorksに落とし込む方法を考えま
した。取引毎のWeb画面確認作業のRPA
を作成、納期にあまり余裕のない注文は日
中もRPAが確認し、データ作成後に基幹
システムに取り込む、RPAは行った作業を
まとめてDocuWorksのトレイに入れ、受
注担当が確認します。納期に余裕のある
注文は夜間にRPAが行い、翌朝受注担当
が確認します。
夜間作業用RPAはFAX、メール注文
業務にも使われます。「AI-OCR」へのアッ
プロードや確認作業にはイレギュラーやエ
ラーが発生しやすいので人が昼間確認を
行い、夜間に確認後のデータをRPAがダ
ウンロードし「基幹システム」へ取込み、そ
の結果をDocuWorksのトレイに入れ、翌
朝から受注担当が確認を行い返信してし
ます。

最後に
私達が目指したもの

完全ペーパーレス化が成功できたのはシ
ステムを取り入れたことはもちろん３つの
ルールを徹底したことにあります。
・業務の標準化（属人化しない）図５　導入後の業務フロー（改善②）
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・ 情報の共有化、見える化（持ち込まな
い、ため込まない）
・ チャレンジ！スキルアップ！（変化をお
それず提案）
その結果、導入によってできた時間は更
によくしていこうという気持ちが生まれ、
変化をおそれない提案型のチームができ
あがりました。
私達の業務改善は最初から上手くいっ

たわけではありません。少しずつ考えなが
ら、少しずつ変化させています。その変化
は標準化された変化であり属人化を無くす
変化です。私達のチームメンバーは何か特
別なスキルを持っているわけではありませ
ん。今でもＰＣ操作の苦手意識は高くそれ
でもRPA作成といった新たなチャレンジを
しています。
私達は家事も育児もそして仕事も諦めた

くありません。コロナ感染が落ち着いた最
近でも在宅勤務は必要です。在宅勤務は
育児に限ったことではなく介護や通勤困難
な社員に必要な業務手段です。労働人口
の減少や社会を取り巻く環境の変化が、
更なる業務改善を必要とすることでしょう。
どのような環境変化に対しても常にチャレ
ンジする意識を持ち続けたいと思います。

図６　FAX・メール注文のRPA夜間活用例

https://www.jiima.or.jp/activity/publishing/
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